


認定地域クラブの要件

Q＆A
地域クラブの種目（内容）は決まってい
るの？

決まってはいません。これまで学校になかった種目の地域クラブ
も設立可能です。例えば、「エンジョイ型クラブ」など経験や技術に
関わらず、誰もが気軽にスポーツや文化活動を楽しめる活動も可
能です。また、勝敗や技術向上よりも、楽しみながら魅力を感じ、
地域独自の多様な活動（サイクリングや自然体験など）に親しむこ
とを重視するクラブの設立も考えられます。

地域クラブの参加者は中学生に限ら
れるの？

地域クラブでは、中学校の生徒を主な対象としますが、小学生や高
校生、大人等と一緒に活動する多世代の取組も積極的に検討して
ください。

▲ホームページ

地域展開について、勝央町の方針は
決まっているの？

勝央町としての地域展開の在り方や方針は、町の
ホームページで随時更新していますので、ご覧くだ
さい。

■認定は３年ごとに行うため、手続きの更新が必要となります。
■認定後に認定要件を満たさなかった場合、認定途中でも取り消しを行う場合があります。
■認定を申請する団体は、ガイドラインを熟読の上、申請書類等を勝央町教育委員会にご提出ください。

１ 豊かで幅広い活動機会の保障

□

学校部活動は、体力や技能の向上を図る目的以外にも、異年齢との交流の中で、人間関係の構築や自己肯定感、
責任感、連帯感などが培われる場になってきたことを踏まえ、認定地域クラブは、これら教育的意義を継承・発
展させた活動であること

□
参加者が身近な地域で希望する活動に主体的に参加できるようにすることで、豊かで幅広い活動機会の保障に
寄与するものであること

□
競技力強化等の観点から広域から生徒を集めるものではないこと、また選抜等を行わず、参加を希望する生徒
を広く受け入れることとし、将来的には一般町民の受け入れも検討すること

２ 適切な活動時間と休養日の設定

□
週２日以上の休養日を設定し、活動時間は、平日は１日２時間程度以内、休日は１日３時間程度以内とし、週当た
りの活動時間は１１時間程度の範囲内とすること

□ 年間の活動計画や毎月の活動計画を策定し、公表していること

３ 低廉な参加費等の設定

□ 活動の維持・運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な参加費等が設定されていること

４ 適切な指導の実施体制の確保

□
指導者は勝央町教育委員会が定める研修を毎年受講し、勝央町教育委員会に登録された指導者が活動に携わ
ること

□ 原則として、複数の指導者が携わること

５ 適切な安全体制の確保

□
あらかじめ、事故等が発生した場合の対応や責任関係等を明確化するとともに、保護者や関係機関への緊急時
の連絡体制の整備等を行い、事故発生時の対応を適切に行うこと

□ 参加者及び指導者が、自身の怪我等を補償する保険や個人賠償責任保険に加入していること

６ 適切な運営体制の確保

□ 認定地域クラブの役員や参加費等が明記された運営規約を策定し、参加者や保護者等に対して公表すること

□
公正かつ適切な会計処理が行われ、透明性を確保するために関係者（勝央町教育委員会を含む）に対する情報
開示を毎年、適切に行うこと

□ 営利を主たる目的とせずに運営すること

□ 大会・コンクールに参加する場合には、その運営に積極的に協力すること

７ 学校等との適切な連携

□ 地域クラブ活動の活動方針や指導方針、スケジュール等を生徒の在籍する中学校等と共有すること

□

勝央町教育委員会が学校と連携して生徒・保護者等に対する情報提供等（小学校高学年時の体験会、中学校等
入学時のオリエンテーションなどによる地域クラブ活動の実施状況等の情報提供等）を円滑に行うことができる
よう、必要な協力を行うこと

□
活動場所として学校施設を活用する場合や希望する教員による兼職兼業が行われる場合等には、その円滑な実
施のため、勝央町や勝央町教育委員会、学校との必要な連絡調整を行うこと


